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アクティブ・ラーニングと企画・構想・表現教育に関する論考
―― デザイン教育と総合学習，アクティブ・ラーニングの鎖 ――

A Discussion of the Links between Active Learning and the Teaching of Planning, 
Conceptual Thinking and Expression

美術教育講座（デザイン教育研究室）　富山　祥瑞　　　　

₁．はじめに ── 総合学習とデザイン教育
　小中学校の「総合的な学習の時間」（以下「総合学習」と
記載）の指導要領の目標は，1998年の発表時（註-01），デザイン
関係者に大歓迎されました。2008年改訂版では更に詳細になっ
ています（註-02）。

　「総合学習」は，2002年度から本格的に小中学校で導入さ
れた時間帯です。指導要領の当箇所は，今日，アクティブ・ラー
ニングと呼ばれている理念を見出せます。デザイン関係者が歓
迎したのは，世間でデザインの意味合いが狭小化されている中で，
デザイン思考の本質を示す文章だったのが理由です。
　ところが「総合学習」は明確な教科でないため，教科書がな
く具体的なテーマ発見が難しいため，学校間で取り組みに温度
差がありました。
　本稿では，美術（デザイン）教育と，今回の学習指導要領改
訂の柱とされる「アクティブ・ラーニング」を基底に「総合学習」，
デザイン思考，中学校での事例取材，大学での実践紹介を交え，
論述します。

₂．問題解決の能力を身につける教育
₁）アクティブ・ラーニング

　アクティブ・ラーニングの成立は「問題解決に向けての課題
の発見，解決に向けての主体的・創造的な態度」の『育成』
にあります。教育上の肝は『〜を育成』にあるのを忘れてはなり
ません。「主体的・創造的な態度」の箇所のみが一人歩きする
と放任と化します。
　アクティブ・ラーニングは，中央教育審議会答申『新た
な未来を築くための大学教育の質的転換に向けて』（2012）

の文脈（註-03）から登場しました。元来は，大学教育の見直
しに源流があります（註-04）。

　当初，大学教育の質的転換の意図で使われた「アクティブ・
ラーニング」が，初等中等教育で次期の学習指導要領改訂で
登場するとされる「主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラー
ニング）」に繋がったといえます。

₂）「総合学習」とは何だったのか？

　「アクティブ・ラーニング」のフレーズ登場（2012年）
より10年も早く，初等中等教育での「総合学習」の導入が
あったのですが，では，なぜ同じ理念であるにも関わらず

「『総合学習』の進化」ではなく仕切り直しの「アクティブ・
ラーニング」なのでしょうか？
　筆者としては，これまでの「総合学習」が，教育現場で限
定的に展開されてきた経緯に理由があると考えます。冒頭に

「具体的なテーマ発見が難しいため，学校間で取り組みに温
度差」と記しましたが，筆者も関わってきた NIE（Newspaper 
in Education：教育に新聞を）などは，もともと教育への導
入に新聞社との協働もあり，地域ぐるみ（愛知県でしたら豊
橋市，一宮市）で取り組まれた好展開といえましょう。片や，
大学生に小中学校時の「総合学習」での取り組みを回想して
もらった際，具体的な例として「調べ学習」（学習指導要領
の中では「調べ学習」という文言は使われていない）が多く
挙がります。教育現場では盛んな活動のようです。
　長年，学校司書教諭として現場に関わった徳田悦子氏も『小
学校における学びの指導』の中で次のように述べています。

註-01.「総合的学習の時間」学習指導要領（1998年時）より

自ら課題を見付け、自ら学び自ら考え、問題を解決す
る力などを育てること、また、情報の集め方、調べ方、
まとめ方、報告や発表・討議の仕方などの学び方やも
のの考え方を身に付け、問題解決に向けての主体的・
創造的な態度を育成。（下線は筆者）

註-03.『新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて』より

従来のような知識の伝達・注入を中心とした授業から、
教員と学生が意志疎通を図りつつ、一緒になって切磋
琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に成長する場を
創り、学生が主体的に問題を発見し解を見いだしてい
く能動的学修（アクティブ・ラーニング）への転換が
必要である。
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　　児童自らが「なぜ」「どうして」という疑問を持てな
いまま探究の課題が受動的に設定されることが多いた
め，探究型学習のスタートから児童は主体的に取り組
めないといった現状が見られる。（中略）資料から情
報を選んでも，そこから書き写すだけで，終わりになっ
ていた。新しく得た知識を自分で新たに統合して新し
い考えを導き出す活動に至っていなかったのではない
だろうか。（註-05）。

　教育大学に進学し，やがてアクティブ・ラーニングを担っ
ていく未来の教師も，小中学校時には，指摘されているよ
うな受動的な調査行為で終わっているようです。かつて子
どもだった頃「只，調べた内容を発表しただけ」「今思え
ば真の狙いがよく分からない」「PC 室で検索をしただけ」
といった回想の声は大学生から多く挙がります。 「○○に
ついて調べる」のと「◎◎を明らかにするために強い意志
を持って調べる」のとでは，自ずと焦点の定め方が異なっ
てきます。「調べる」の意味性を図解したのが［図-01］です。

₃）美術教育のアクティブ・ラーニング曲解への危惧

　筆者は，デザイン領域を含めた美術教育が，アクティ
ブ・ラーニングが重視される中「主体的に」の部分を免罪
符としてしまい，今までにも増して『放任的な自由表現の
教育』に陥る懸念があります。筆者としては，さらに「個
性」「センス」「自由」で支えられるのが美術教育とする誤
認も，同時に是正しなければならないと考えています。
　元 文部科学省視学官の遠藤友麗氏は，2001年の時点で，
美術教育の状況に次のような警鐘を鳴らしています。
　　これまでの美術科がことさらこの自由や創造という美

名の下に放任的な自由表現や流行としての奇をてらっ
た目新しさに流されすぎ基礎的な技能等の定着をない
がしろにしてきた結果，基礎も身に付かないで苦手意
識をもつ多くの人たちを輩出してしまった結果である
ことをわれわれ美術教師は謙虚に反省しなければなら
ない。表現や創造とは，基となる言語表現の基礎的能

力や構成の仕方など，一定の基礎がなければできない
ことは多くの人が経験済みである（註-06）。

　美術教育こそ表現に至るまでの思考段練の指導方法と教
育内容について深く研究が必要な教科です。放任的な自由
表現の教育では，アクティブ・ラーニングと呼べません。

₃．「総合学習」とアクティブ・ラーニング
　小中学校で「総合学習」を実践的に取り組んでいる学校
探しは，筆者の課題でもありました。
　西尾市立一色中学校 3 年生「総合学習」の取組みを最初
に知ったのは新聞記事からです。学年で取り組んだテーマ
は「我が町，我らの故郷，一色町（西尾市）をアピールし
よう」。美術科卒業生の杉浦義隆 教諭（28歳）のクラスで
は「三河一色えびせんべい」にスポットを当てました。杉
浦教諭によると「修学旅行で行く東京は魅力が一杯なのに，
地元・一色は何も無い」と考える中学生に対し「自分たち
の街の魅力を探そう」という何気ない問いかけが，後に「総
合学習」の当テーマとなったようです。
　途中の「調べる」の段階では，ネット検索での情報の集
積を示した上で「検索先が違うと，中身が全然違っている
ね」と投げかけ，メディア・リテラシーの問題を扱うなど，
まさに対話的で深い学びが窺えます。
　学習は，地元の人への取材，三河一色えびせんべいの工
場見学など体験学習を経た上で「調べたことをもとに，パ
ンフレットやチラシなど様々な PR グッズを作成し，修学
旅行で訪れた東京で『一色のえびせんべい』を発信」（註-07）

する企画を生徒がプロデュース，実際の展開としては墨田
区の向島橘銀座商店街（通称：下町人情キラキラ橘商店街）
などで PR 活動を体験するなどエネルギッシュな修学旅行
となったようです。
　杉浦教諭は「いい意味で，この盛り上がりは予想外の成
果」と熱く語りました。

図-01.「調べる」の意味性（著者板書）

修学旅行をベースに「総合学習」を展開した杉浦教諭と成果資料
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₄．デザイン教育とアクティブ・ラーニング
₁）デザイン思考伝授の段取り

　筆者が大学教育で，特にアクティブ・ラーニングの理念を
意識し，展開しているのが『デザイン実技Ⅱ』 （2 年次後期）
の授業です。
　授業は 4 〜 5 名一組で 7 〜 8 グループをつくり，コンサル
ティング会社に見立てた，実際に企画業務を体験する内容で
す。実践的なお題を出題し，予め模範回答が有る訳ではない

未知の問題解決への挑戦です。企画とは，自由奔放なフィー
リングに依るアイデア出しではありません。企画の基盤とな
る問題解決マネージメント探究の過程が［図-02］です。
　カリキュラムとして，この数年で定着してきた単元が［図
-03］です。各単元ごとの詳細は，拙著『教育学部で「デ
ザイン教育」をデザインする』（註-08）で紹介しています。

₂）企画は「物語のアート」

　受講の大学 2 年生にとって，初めての長期スパンでの企画
（問題解決）トレーニングになります。専門科目にあまり踏
み込んでいない時点の大学 2 年生では，当初「企画・構想っ
て美術なの？」「デザインって企画なの？」「デザインって，
構成画でしょ！」等の疑問が想定されます。狭義の概念から

図-02. 問題解決マネージメント探究の過程

図-03.「デザイン実技Ⅱ」授業単元プログラム
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図-04. 「物語のアート」（配付プリント）
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の脱皮は「企画は『物語のアート』」（図 -04）（註-09）として，
プログラム［図-03］の【単元 1】で解説しています。

₃）アクティブ・ラーニング＝「守破離」の理念

　当授業では，お題に対し「探究の課題を自ら設定」しま
すが，「自由や創造という美名の下の放任」は避けています。
問題解決力を発揮するには，筋道の理解が基本となります。
誰しも初めは教えが必要です。
　同時に学生にも「ファーストステップ抜きに『個性』『セ
ンス』『自由』は操れない」「型を体得した達人がやってこ
その『型破り』」と解説しています。
　短絡的に捉えられると「型」とは，何か独創性を削がれ
るような気がするのでしょうが，アクティブ・ラーニング
の基本は，世阿弥の教えとされる「守破離」を理解した上
での「主体的学び」にあると考えます（［図 -05］）。

₄） 「伝える」ではなく「伝わる」こと

　当授業での半年に渡る企画トレーニングの成果は，授業プログ
ラム［図-03］の【単元 7】最終プレゼンテーションとなります。
プレゼンテーションの勘所として解説したのが「仕組み・仕掛け・
仕立て」の明瞭化です（［図-06］）。
　評価はプログラム【単元 8】の「おさらいを上手にやろう」で，
提案内容が伝わる企画書づくり（ポートフォリオ評価）です。

₅）今回のお題は「三河一色えびせんべい」

　今回，2016年度のお題は，第 3 章で紹介した一色中学校
の取り組みと同じ「三河一色えびせんべい」を選びました。
一色中学校の杉浦教諭を介して，三河一色えびせんべい協
同組合の鈴木組合長を紹介してもらいました。ヒアリン
グをして筆者がまとめたのが，お題のオリエンテーション
シートです（［図-07］）。大学生ヴァージョンとしては，大
局的な「企画を支える筋道の体得」が狙いになります。

　この数年来，出題の企業には，最終プレゼンテーション
時に，実際に参観していただいています。今回も，クライ
アント 2 名の参加が実現しましたが，学生コンサルタント
各社には，企画内容のモチベーションを高める役割も果た
していただいたと感謝しています。
　同様の理由から，例年，中日新聞社の記者にも取材を依
頼しています。今年度（2016年度）も最終プレゼンテーショ
ンの様子は『中日新聞』（2/18，西三河版）に掲載，毎度，
励みになります。

附録）way of design thinking
　昨年度の授業から，当授業での「振り返り」を整理する
書き込み式プリントを作成し配付しています。次の見開き
頁となります（ヨコ付けで繋がる長判です）。授業として
は［図 -03］で示した段取りの【単元 6】辺りで配付して
います。
　問題解決の総プロセスが俯瞰できますので，デザイン思
考の整理として活用できるでしょう。

図-05.「守破離」の理念

図-06. プレゼンテーションの勘所（著者板書）

図-07. 「三河一色えびせんべい」配付オリエンシート
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₅．おわりに
　今年度の卒業制作展（刈谷市美術館，2017.2/15-19）では，
デザイン教育研究室として，次のメッセージを掲げました。

「デザインは表現の主体が『自己』ではなく『社会』に在
ります。社会や日常の暮らしの中で見落としている様々な
モノ・コトを観察（視点・視座・視野）し，その背景に潜
む問題を掴み（課題化），造形の立場からの問題解決に着
眼した創発のプロセスそのものを指します。さらには，解
決策が社会に伝わる仕組みまでを見通した一連の編輯でも
あります」。
　アクティブ・ラーニングの考え方は，これまで美術の中
でも狭義的に捉えられてきたデザイン領域の教育が見い出
される再チャンスだと考えています。
　本稿は，やがて教員として巣立つ学生に，大学授業の振
り返りの意味合いを込めて執筆しました。

補遺
　去る 2 月14日，小中学校の次期「学習指導要領（案）」
が文部科学省から公表されました（実施は小学校が 2020
年度，中学校が2021年度）。新指導要領で登場すると思わ
れた「アクティブ・ラーニング」は，日本語の「主体的・
対話的で深い学び」と言い換えられました。本稿では「ア

クティブ・ラーニング」として表記しました。
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